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課 税と所得再分配

一一ゲーム理論的分析一一

中 山 幹 夫

はじめに

高額所得者から低所得者への所得移転が必要であると考えられるのは，言う

までもなくそれによって社会的厚生が増大する可能性があるからである〈たと

えば，所得の限界効用の逓減等によって〉。 しかし，社会の各人が純粋に彼の

貨幣所得のみから効用を得ていると仮定すると，上記の移転は自発的には生じ

ないであろう。つまり，その移転は課税によって強制的になされなければなら

ない。この場合，高所得者はそれによって何も得ることができないにもかかわ

らず支払いを行なうわけであるO また，低所得者はそれに対して何の貢献もな

すことなく支払いを受ける。そして，このような再分配が正当化されるとすれ

ば，それは社会的厚生の増大という，各個人には〈仮定から〉直接の関わりを

もたない名目によってのみである。しかし， このような再分配の決定の仕方

は，論理的一貫性をもっていると言えるだろうか。全体的厚生の増大は個人的

厚生の部分的低下をひきおこしているのである。すなわち，社会の各人が彼の

貨幣所得のみから効用を得ていると仮定する限り，社会的厚生というものをど

のように考えるとしてもその最大化を根拠として所得移転を正当化することは

自己矛盾を含んでいると言うべきである。

社会的厚生とは無関係に再分配を考えるとするならば，一つの考え方は各

人の効用関数の形に所得移転の生ずる根拠を求めることである。 Hochmanと

Rodgers 〔2〕は，所得から得る効用は他人の所得水準とは無関係ではないと



考えた。すなわち，高所得者はある範囲内では低所得者に所得を移転すること

により満足を得るとしづ仮定であるo

このように考えるならば，高所得者は自分の効用を最大化するために低所得

者への移転を行なうことになり，高所得者の効用が低下しはじめるところまで

移転が行なわれるだろう。つまり，パレート最適な所得再分配は自発的な移転

を通じて達成される。ここにおいては，社会的厚生の最大化は移転の結果とし

て達成されるのであり，移転を理由づけるものではない。

Thurow〔8〕は，より一般的に，一つの所得分配の状態は各人に対して公

共財として作用すると考えた。所得分配の極端な不平等は，社会的安定の欠

如，犯罪等によって各人の welfareに影響を与えると考えることができるO す

ると，各人は自分自身の所得にのみ関心をもつことはできず，不平等の緩和と

いうことに対しても私的な関心をもつことになるだろう。つまり，所得分配の

不平等は各人の効用関数に共通にあらわれる変数となる。したがって，ここに

おいても最適な所得分配は各人の自発性を根拠として達成される可能性をみる

ことができる。ただ，この Thurowの分析はいくつかの点で一般性と説得力

を欠いている。所得分配を公共財とみる考え方は認めたとしても，それを不平

等の一次元的尺度として表現するのは，尺度の選択の問題を別にしても確かに

余計なことであるO 何故なら， Hochman,Rodgersおよび Tullock〔3〕が指

摘するように， Thurowの考え方そのものは， Hochmanと Rodgers〔2〕の

表現で十分だからである。この点については後で触れることにする。

いずれにせよ， Hochmanと Rodgers〔2〕および， Thurow〔8〕の考え

方は，所得移転の根拠を何らかの個人的自発性におくと言う点で一致してい

る。われわれの目的の一つは，このような効用関数の相互依存性を仮定しなく

ても，ある条件のもとでは所得の移転が高所得者の側からの自発性にもとづい

て行なわれるとしづ可能性を論ずることである。そのためにわれわれは，かな

(1) 正11在には，これは仮定ではなく，むしろ彼等の相互依存性の仮定からの一つの帰結

である。
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らずしも再分配を意図しない課税ノレールを考える。このルールのもとでは高所

得者は一定の比率で課税されるが低所得者は課税されなし、。また，個人間の私

的な移転について課税当局は一切関知しない。このような条件のもとでは，高

所得者は所得の一部を名目的に移転することに同意する低所得者を見つけるこ

とができれば，彼はその額に対する課税を回避することができる。しかし，そ

の低所得者は何らかの実質的支払いがなされない限りその取り決めを拒否する

かも知れなし、。こうして，税を回避しようとする高所得者とその取り決めに対

して支払いを求める低所得者の聞には一定の取り引きが成立することになるO

われわれはこのような状況をゲームのモデ、ルに定式化し，高所得者は税の回避

のためには低所得者に対して，いくらかの実質的支払いを行なわなければなら

ないことを示す。つまり，このような再分配がコアに属することを示す。ここ

においでは，所得再分配は税の回避とし、う私的・利己的動機によって達成され

るのであって， Hochmanと Rodgers〔2〕のモデ‘ルで、は，一見，利他主義的

な行動によって達成されるのと良い対照をなしている。

われわれの目的のもうひとつのものは，所得分配それ自体を公共財とみなす

Thurow〔8〕の考え方を，逆説的であるが， Thurow自身より忠実に定式化

することによって再分配を考えることである。 Thurowの考え方は，結局のと

ころ，各個人は自己の所得のみでなく所得分配の状態に対しても個々の価値判

断をもっているということである。このことは，各人の効用関数の中に所得分

配の状態をあらわすベクトルを変数として取り入れることによって表現でき

るO つまり，各人がどれだけの所得をもつかということが共通の関心となるこ

とを表現すればよし、。このように考えることによって， Hochmanと Rodgers

〔2〕の効用の相互依存性をも部分的に包含することが可能になる。このモデ

ルにおいては，われわれは積極的な再分配の意図をもっ課税ルールを想定す

る。つまり，再分配のための財源を各人の初期保有額に対する一定率の課税に

求める。各人は手もとに残った所得と自分への分配額を含む社会全体の再分配

ベクトルに対して効用をもっO こうして，パレート最適な再分配を比例所得税
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のもとで考えることができる。

Thurow〔8〕は，最適な分配を決定するにあたって，公共財の自発的交渉

のモデルを適用しているが，われわれがこれを用いない理由は，固定した課税

ノレールのもとでは freeriderの問題を回避できることに加えて， Nakayama

〔5〕によって示されたように，比例所得税のもとで達成されるバレート・最

適な配分は，そしてこれのみが，公共財経済の適当に修正されたコアに属する

としづ利点をもつからである。つまり，このような再分配のみが，社会のその

ようなグループの動機と実行力とに照らしてこれ以上改善することのできない

ものとして残るということを示すことができる。したがって，この場合におい

ても，パレート最適な再分配は達成すべき目標として与えられるのではなく，

ある一定のルールのもとにおける自発的行動の結果として達成される。

以下，モデ、ル工では効用関数が他人の所得とは無関係な場合について，モデ

ルEでは再分配を公共財として各人の効用関数の中に取り入れて考える場合に

ついて分析する。なおモデ、ルIの内容は， Nakayama〔4〕の表現を若干一般

化して述べたものである。

1. モデル

ここでは，社会の各主体がもっぱら彼自身の貨幣所得のみから効用を得てい

ると仮定しこのような場合においても高所得者から低所得者への移転が何ら

かの自発性にもとづいて行なわれるという，ひとつの可能性を考察する。

いま，社会はn人の主体 1,2，…， nから成り，これを N={1，…， n｝と書

く。各主体 tは miであらわされる貨幣所得をもっているO この社会では，次

のようなノレールのもとで課税が行なわれている：主体iに対する課税額は

t(mi-a) if miミa,

0 if miく仏
(1) 

ここに t(>O）は税率をあらわし， Gは課税最低限をあらわす。課税最低限a

は，社会の平均所得を超えないと仮定しよう。つまり，



2J mi-n•aミo.
iεN 

このαを境としてNは次のように分割して考えることができる。

A={iEN:miミα）

B={iEN:miくa}

便宜上， A,Bのメンパーをそれぞれ高所得者，低所得者とよぶことにする。

さて，この課税は再分配を意味しない一般行政費用としての支出のためのも

のであると仮定ししたがって各主体はそれによる便益を直接，税負担と関連

づけてはし、ないものとしよう。このとき課税後の主体 iの所得を勾とすると，

勾＝mi-t(mi-a) iEA 

xi=mi iE.B 

であり，高所得者はたんに所得が減少するのみであるO このままでは，何の所

得移転も生じないであろう。ここで，課税当局は各主体の所得 miについては

完全に把握しているが，私的な移転については一切関知しないと仮定しよう。

このとき，高所得者iは次のようにして部分的に課税を回避することができる

だろう。すなわちある低所得者jに対して， jへ所得の一部を移転したことに

するという取り決めを結ぶのである。むろん， jはこの iの申し出を拒否し得

る。したがって，このような名目的な移転に対する取り決めが成立するために

は， iからjへ実際にいくらかの支払いがなされなければならないだろう。こ

のようにしてたとえばjへ d=a-mi>Oの額の名目i'l'J移転がなされたとしよ

う。このとき， jの増加した所得はαを超えない （mj+d＝めから課税額は

O，また， iに対する課税額は

t・max(O,mi-dーα）=t. max(O, mi+mi-2α〉

となる。この取り決めを結ばない場合の itこ対する課税額は， t(miーめであ

り， mi-aくOであることに注意すれば，

t(mi-a)>t・max(O,mi十miー2a)

となるo iは，この取り決めによってこの差額で示される額を利得として得る

ことができる。むろん，この利得のうち，いくらかは同意を得るためのjへの
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実質的支払いとなるだろう。つまり，以上のような取り決めによって， iとj

は課税後に残る実質的な所得 Xi, Xjを，

何十二どi=mi十mi-t・max(O,mi+miー2a)

xi与三mi-t(miーα〉

Xj三三mi

を満たす範囲で、決定することになるO 実際にどの値に決まるかは両者の交渉力

に依存する。

このようにして高所得者の，税を回避したし、とし、う行動が低所得者への実質

的な所得移転に導びくとし、う可能性をみることができるO この予備的考察にも

とづいて，次に，より一般的に上に述べた行動がどんな再分配に導びくかにつ

いて考察しよう。各主体 iENは，自己の所得巧に対して定義された効用関数

u/xi）をもっO

仮定I. u/xi）は強い意味で、単調増加。

X={x=(x1，…，Xn): Xiミ0for all iEN 

~ xi三五~ mi-t(Li mi-na)} 
iEN tεN iEN 

と定義し， xEXであるとき， zを実行可能な再分配とよぶ。

いま， X=(x1，…，Xn)EXなる再分配zに対し， Nのある空でない部分集合

Sについて次の条件（Ia), (lb）を満たす再分配＝（正l，…，xn)EXがあるとき，

zは改善される，と言う。

(Ia) u1・（xi）＞向。i) for all i ES 

(lb) ~ h三三Z mi-t•max(O, ~ mi一JSJa)
tεs iES tεs 

（ここに ISiはSの人数〉

条件（Ia）は， S内のすべての主体は再分配zよりも互の方を選好すること

を意味している。条件（lb）の右辺は， S内のすべての高所得者と低所得者

が前に述べた名目的所得移転についての取り決めを行った場合に，課税ノレー

ル（1）のもとでS内の各主体が確保することのできる所得の合計の最大値であ
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るO したがって条件 (lb）は，再分配 2：がSに関する限りは実現可能であるこ

とを意味する。つまり，このときSは，乏を主張し得る十分な根拠をもつわけ

である。

さて，われわれの関心は，これ以上改善されない再分配とはどのようなもの

か，という点にあるO そこで，改善されない再分配zの全体をコアとよぶ。い

ま，次のような再分配 x*=(xt …， x~） を考えよう。

x"'t=mi-t(m1-a) (iEN) ・・・（2)

この再分配げは，高所得者については課税ルール（1）のもとで課税された後の

所得をあらわすにすぎないが，低所得者については同じ率 tによる aに満たな

い部分の給付を意味する。すなわち，ポは税率 t，課税最低限αという負の

所得税による再分配をあらわしている。この再分配げとコアとの問には次の

関係が成立する。

定理工 (i）げはコアに属する。

(ii) 条件： 2 mi-na>mi-a for all i ENが成立するならば， x＊ のみ
1巴N

がコアに属するO

証明はこの節の終わりに述べる。 (i）は，もし，再分配 x＊ が提示されたなら

ばそれはこれ以上決して改善することのできない再分配であることを意味して

いる。 (ii)はさらに，もし課税最低限αが十分小さく，

G く（~ mi-mJ/(nー1)
zEN 

を満たしているならば， x＊ のみがこれ以上改善されないものとして残る再分

(2) S内の任意の再分配を ｛yi}iESとすると， f:1Yi ニ.~mt. このとき S の各主体の

課税額の合計 T(y.S）について

T(y, S)=2J t・max(O,Yi・--a) 
i s 
2三t・max(O,~ Yi I SI ・a) 

=t•max(O, 2J mt一！Sia)
i s 

が成立するから， (lb）の右辺はS内の各主体が椛保し得る所得の合計の最大11Hをあ

らわす。

に
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配であることを示している。われわれの目的からすれば，この（ii)の方がより大

きな意味をもっている。課税ノレール（1）は再分配を意図していないから，課税当

局が上記の負の所得税を採用するとしづ保証はない。それにもかかわらず，税

としての支払いをできる限り小さくしようとする各主体の行動は，その負の所

得税によるものと同等な再分配に導びくのである。このような結果になるの

は，税を回避したいという高所得者の動機が，低所得者に交渉力を与えること

になるからである。すなわち，社会的価値判断ではなく，低所得者に付与され

た powerが再分配をひき起こしていると言えるO

（定理工の証明〉

(i）げは改善されると仮定しよう。すると，あるSに対し

(Ia）的σρ＞u;(xDfor all iES 
(lb) 2:j X；三三2:J mi-t・max(O,2:J mi一ISi•a) 
zεs iES iES 

を満たす x=(x；，…，xn)EXが存在するo uiの単調性から，（la）によって

xi>xt for all iES 

ゆえに，

~ xi>2:J xy 
iES i巴S
=I; m;-t(2:j mi一ISia) 
i巳S i巳S

三三2 m;-t•max(O, 2:J mi-!Sia). 
iモS iE三S

これは (Ib）に矛盾する。よってポはコアに属する。

(ii) ポキzなる x=Cx1，…，Xn)EXもまたコアに属すると仮定しよう。する

と，ある jEN について xjくXj である。 M＝~ m；とおくと，（ii)の条件よ
iE三N

りM-na>m;-a(for all iEN）。

ゆえに， S=Nー{j｝について，

I: mi-t•max (0, 2:J mi-I Sia) 
iE三S iE三S

=M-mi-t・max(O,M-miー（nー1）α〉

=M-mj-t(M-mjー（n-l)a)

=[M-t(M-na)]-[mj-t(mj-a)] 
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＝〔M-t(M-na)]-xj

＞〔M-t(M-na)J-xi

とZ Xi. 
tεs 

したがって， S=N-{j｝について，

xi>xi for all iES，……（1) 

~ 為三三Z mi-t•max(O, I: mi-I SJ a) ……（2) 
tεs iE.S tεs 
を満たす正＝〈王l，…，xn)EXが存在する。ところが（1）から

u／正J>u/xi)for all iE.S 

これと（2）から， x=(x1，…，Xn）は改善されることになり， zがコアに属するこ

とに矛盾する。ゆえに， zがコアに属するならば x=x＊ でなければならない。

（証明終わり〉

2. モデル Il. 

次に，各主体の効用関数が相互依存性をもっと仮定する場合について考察す

るO むろん，このように相互依存性をもっ場合とそうでない場合とに分けて考

察するのは分析上の便宜からのことであり，現実にどうであるかについて論ず

ることはわれわれの考察の範囲を超える。ただし，相互依存性を仮定すること

の方が形式上はし、くらか一般的だと言えるだろう。

さて， Thurow〔8〕に述べられている考えを定式化するためには，公共財

としての所得分配を「供給」するための各主体の費用負担を考えなければなら

ない。われわれはまず再分配の「実行費用」はゼロであると仮定する。そし

て，再分配のサイズを決定するため，各主体はそれぞれ税を課されるものとす

る。課税後に残る主体 iの所得を勾としよう。すると，課税額の合計は

I: mi-I: x1 
tεN if::三N

で与えられる。ここで，この額を各主体へ再分配すると考えれば，実現する再

分配ベクトル y=(Y1，…Yn）は，

I: Yi= I: mi-I: xi 
i1_N ir::CN t巳N



に従わなければならなし、。各主体tは，所得的と， こうして実現される再分

配ベクトルYに関して定義された効用関数的（巧，y）をもっO すなわち再分配

ベクトルYは純粋公共財として各主体の効用関数の中に入ってくることにな

る。主体 tの最終的所得は， xi十九で与えられるが，これに対する iの評価は

他の主体jへの分配 Yiに影響されるわけである。このように表現するために

は，各主体 iv主，他の任意の主体jの課税後に残る所得 Xjには無関心である

という仮定が必要である。この点については，われわれの課税、ンステムがまさ

に再分配のためのものであことを考えれば，各主体の第1の関心は Z mi-
tεN 

L; xiがし、かに分配されるかにあるとみてよいだろう。このようにしてわれわ
iEN 

れのモデ、ルにおける相互依存性が定式化される。

各主体の課税後に残る所得と再分配による所得の組 （x,y)=(x1，…，Xn,Y1,

... ,Yn）をあらためて再分配とよぶことにする。集合Zを次のように定義する。

Z={(x,y): xi三三0,Yiと0for all iEN, 

~ xi+L; Y；三玉Z mJ 
zεN iEN i己N

(x,y)EZであるとき， (x,y）を実行可能な再分配とよぶ。また次のような実

行可能再分配 （x,y）をパレート最適再分配とよぶ。

ui（正i，タ〉三三ui(xi,y) for all iEN 

Uj（正j,J)>uj(Xj,y） 戸f some jEN 

ならば，

(x,y）毎Z.

われわれは，とくに課税が比例所得税によって行なわれる場合の再分配を考察

(3) 後に述べる仮定EのUiの単調性と連続性によって，この定義は x二 （x1,・・・,Xn)>O

のとき次のものと同値になる。

Ui（王i,y)>ui（幻， y〕forall iF N 

ならば

（亙，y）住Z
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するO そこで，税率を tとするとき次のような実行可能再分配 （x,y）を t一再

分配とよぶ。

xi=(l-t)mi (iEN) 

~ Yi=t~ mi 
tεs iεN 
(x,y）が t一再分配ならば， O三三t三三1となる。パレート最適な t一再分配が存

在するとき，これを tー最適再分配と言う。また， （x,y）が tー最適であると

き，その税率 tを最適税率とよぶ。

各主体 tの効用関数的（xi,Y）に，次の仮定をおく。

仮定JI. Ui(Xj, y）は xiと0,Y=(Y1，…，Yn）三三Oに対し，連続，単調増加か

っ凹である。ここで，単調性は次の意味に用いるO

〈正j,y）ミ三（xi>y),正iキxior YiキYi

ならば ui(xi,Y) >ui(xi> y) 

つまり，各主体については少なくとも同レベルを保ち，自分に関しては実際に

増加するような再分配の変化は，その主体についても受け入れられる。また凹

性については，各主体が，任意の2つの無差別な再分配の平均化は望ましいと

いう価値判断をもっていることを意味する。再分配の変化に対じ各主体が下す

価値判断についてわれわれが仮定することはこれだけであるO このような効用

関数のもとで，所得分配の初期状態（ml>・・.,mn）がパレート最適でなければ，

バレート最適な再分配へ向けての変化は，すべての主体に受け入れられると考

(4) (x, y）が t－再分配であるとき，主体 iENの最終的所得幻は，次のような形を

しているo

Zi=Xi十戸＝(1ーのmi十BitM
ご mi-t(mt-OiM)

ここに， M＝~ mi，また，。ニ（81,.. .,Bn）は
i N 

O三玉Bi三玉1for all iE_N, 

~ Bt=l 
t己N

を満たすある分配率である。
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えることができるO ここでのわれわれの目的は，比例所得税を通じてのパレー

ト最適の達成を考察することであるO

その前に，次の事実を確認しておく。

定理Il.1. 仮定Eおよび，仮定： m;>Ofor all iENのもとで tー最適再

分配が存在するO

証明は巻末の Appendixに述べる。

2.1. tーコア

いま，税率 t(O三五t手1）が課税当局によって設定されたとしよう。このとき，

この税率 tのもとでの t一再分配は無数に存在するが，それらがパレート最適

であるとしづ保証はない。他方，もしこの税率が最適税率であったならば，こ

のtのもとで、パレート最適な再分配を選ぶことは妥当なことである。しかし，

いかにしてその tー最適再分配に到達するかとしづ問題， またこの tが最適税

率でないとき， この税率のもとでどんな再分配を選ぶのかとしづ問題が生ず

る。さらに，これらの税率が最適であるか否かについては前もってこれを知る

ことはできないのである。

われわれは，このような問題に以下のようにしてアプローチしよう。それは，

モデ、ル工におけると同様に，各主体がグループを形成し，彼らの動機と実行力

とにもとづいて，再分配のプランを改訂するというプロセスを定式化すること

である。いま，ある再分配 （x,y）が提案されているとしよう。このとき， N

の，ある空でない部分集合Sについて次の条件を満たす再分配（正，y)EZが存

在するならば， （x,y）は t－改善されると言う。
(Ila) u;(xi,Y)>u;(x;,Y) for all iES 

(Ilb) ~ 為＋~ Y；三三Z m;+tL; m; 
tεs tεN tεs tεN-S 

(Ile) SキN ならばタとy.

条件（Ila）は， S内の主体は一致して再分配 （x,y）よりも（x,ji）の実現を

望むことを意味する。（Ilb）は，再分配（正，ji）がS内の主体に関する部分に

ついては， S内の所得総額と N-Sからの課税額を合計すれば達成可能である
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ことを意味する。つまり，われわれはここで， Sは課税当局にかわって，設定

されている税率のもとでS以外の各主体に対して課税することを許されてい

る，と仮定しているO このように仮定したからには， Sはすべての主体に対す

る分配Yに責任を負わなければならないだろう。これと関連する条件が（JIの

であるO すなわち， Yのレベルの変化はS以外の主体の welfareにも影響を及

ぼすので， Nのすべての主体が一致しない限り任意に操作することは許され

ず，少なくとも変化する前のレベルを保証する方向にしか変化は許されない，

というルールを表現している。このルールの決定的な役割は，もしそれがない

と，どんな小さなグループSも t(>O）に依存して過大な実行力を付与される

ことになるという点にある。したがって，このことを防ぐためのルールならば

どんなものでもよいと考えられるが，われわれは妥当と考えられる（Jic）を採

用する。

このような tー改善という手続きによってはもはや他のものにおきかえるこ

とのできない再分配があるとすれば，それがわれわれの求めるものである。次

のように定義しよう： tー改善されない再分配 （x,y）の全体をtーコアとよぶ。

この tーコアは次のように特徴づけられる。

定理JI.2. K(t)={(x,y): (x,y）はパレート最適で， xi孟（1-t)mi for all 

iEN｝とする。このとき， tーコアと K(t）は一致する。

証明は Nakayama〔5,Proposition l〕とほとんど同じであるから省略す

る。この定理によって，われわれは tーコアとはどんなものかを知ることがで

きるO すなわち，任意に設定された税率 t(0孟t三三1）に対して， tーコアは，各

主体が少なくとも税率 tのもとで要求される額を再分配のために供出している

ようなパレート最適再分配の全体である。定理JI.1.より， t－最適再分配が存
在するから，最適税率を t＊とすれば，任意の t(0豆t手作〉に対し， tーコアは

空でないことがわかる。

さて，この定理JI.2.は，われわれの目的からすればまだ不十分である。与

えられた税率 tに対して tーコアが空集合でなければ結果的にパレート最適性
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が保証されるが，この場合でも素朴な意味において， tーコアは一般に大きす

ぎるだろう。また， tーコアが空集合であれば，し、かなる再分配も tー改善の余

地を残し，決定がつかなし、。すなわち，税率 tのレベルを適切に決定するとい

う問題が残されているのである。

この問題をたとえば次のように考えてみよう。定理Il.2.から，

ti三三t2 ならば tiーコアコt3ーコア

である。つまり，税率 tの上昇にともない tーコアは収縮する。したがって，

課税当局が税率を操作するものとし，たとえば t=Oから徐々に上昇させれば，

選択の範囲を遂次的にせまくしてゆくことが可能である。もし， t=t0(t豆1)

で tーコアが空集合となるとすれば，その直前で tのレベルを固定して，実際

にゲームを行なわせるということが考えられる。しかしこの考えを具体化す

るためには，たとえば「t－改善案」の数の変化から， tーコアの大きさの変化
を推定するというような， tーコアの収縮を「観測」するための何らかの手段

の考案が必要であろう。

われわれは，この方向に問題を進めないでより自己完結的なやり方でこの問

題を処理したいと考える。そのため， t－改善の手続きを若干修正することを
試みるO まず，次のような関数 t（めを定義しよう。

t(x)=l-I: xi/I: mi 
iEN iEN 

実行可能な再分配 （x，γ〉に対しては， 0三三t(x）亘1となる。すなわち， t（めは，

再分配 （x,y）において，総所得に対しどれだけの割合でYのための供出がな

されているかということをあきらかにしている。われわれは，この t（めを用

いて再分配 （xy）を tー改善するときの税率 tを定義しよう。つまり，条件

(Ilb）を次の（Ilb’〉でおきかえるO

(Ilb’〉 刃 為＋I: Yi三玉三3mi+t(x)2J mi 
tεs tεN iεs ff：三λLs 

こうして新たな改訂の手続きを定義することができるO この手続きを eー改

善とよぶ。したがって，条件（Ila), (Ilb’〉および（Ile）を満たす再分配 （x，タ〉

EZが，ある空でないSについて存在するならば，再分配 （x,y）は eー改善さ
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れる。そして， eー改善されない再分配 （x,y）の全体を， eーコアとよぶ。

関数 tくめは， Sが再分配 （x,y）を改訂しようとするにあたって， N-Sの

各主体に対する課税率を自己完結的に決定するためのひとつのルールにすぎな

いが，恐らくこれが最も簡潔なものである。そしてこの eーコアがわれわれの

求めるものであるO

定理II.3. eーコアは， t（め－最適再分配 （x,y）の全体と一致する。

証明は， Nakayama〔5, Proposition 2〕とほとんど同じであるから省略す

るO こうして，再分配 （x,y）は， t=t（めが最適税率であるとき，およびその

ときに限り t－改善されないとしづ結果が得られる。つまり， もし eー改善と
いう手続きに従って再分配 （x,y）を改訂してゆくならば，最終的に tー最適な

再分配だけがこれ以上改訂されない再分配として残ることになる。言いかえれ

ば， eー改善の手続きは tー最適再分配に到達するための一連のルールを与え

ているのである。

モデルIにおいて，税を回避しようとする行動が，課税最低限が低い場合に

唯一の再分配に導いたが，このモデ、ルEにおける eー改善のルールは唯一の再

分配に導くとは限らないだろう。脚注4から，

Zi=m;-t(mi-8;M) (iEN) 

の形の所得 Z；を与える tー最適再分配が， e－改善の後に残るが， tと （｝＝
〈θl，…， (Jn）の一意、性はかならずしも保証されなし、からである。ただし，効用

関内の凹性を強い意味で用いれば，。＝（81,・・・,()n）の一意性は保証される。

つまり， tが最適税率ならばtー最適再分配は確定する。また， tー最適再分配

自身の一意性は，さらに微分可能性を仮定すれば恐らく証明できるだろう。し

かし，われわれの目的からすれば， t－最適再分配が ttこ対応して確定すれば
十分である（つまり，強い凹性の仮定で十分〉。何故なら最適税率は e－改
善のプロセスの中から t（めとして決まるのであり，どの率を選ぶかという問

(5) 定理rr1.の証明（Appendix）の中の補題2参照。強い凹性のもとでは Z（α〉はー
点のみから成る集合となる。
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題は生じないからである。

おわりに

ここで考察したモデルは，いずれも所得再分配の根拠を各主体の私的動機に

求めるとしづ考えを表現したものであるO 私的動機にもとづいて各主体が提携

し，この提携のもつ powerを根拠として分配を決定するという考え方は，特

性関数型n人協力ゲームの基本的発想である〔9）.したがって，所得再分配

とし、う問題にゲーム理論の考え方を適用することはむしろ自然であるばかりで

なく，ある意味で現実的であるO 実際，最近の論文の中で AumannとKurz

〔1〕は，多数決とし、う政治的プロセスにより多数派が少数派に対して課税

し，少数派は自己の資産をもし欲するならば自ら破壊するという脅しを行使す

ることによって多数派に対抗するという考えにもとづく再分配のモデ、ルを提示

している。このモデ、ルの背後にあるのは，多数派の powerと，上記の脅しに

よって付与される少数派の powerが，両者を交渉に導くとし、う考えであり，

最適な分配とはこのような powerを背景とする交渉で決まる， とし、う認識で

あるO この認識が決して irrelevantなものではないことは，彼らの導いた多く

の結論が現実的な文脈からみて説得力と示唆に富むものであることからも理解

される。このような，ゲーム理論的観点からの分析が，今後，所得分配の理論

の新たな局面の展開に大きな役割を果たすということは十分に期待し得ること

である。

Appendix （定理Il. 1.の証明〉

仮定JI. ui(xi, y）は xi三三O,y=CY1，…，Yn）ミ0に対し，連続，単調増加かっ

凹である。

定理JI.1. 仮定Eおよび仮定： mi>Oforall iENのもとで t－最適再分配
が存在する。
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まず， 2つの補題を証明する。補題1は，非線型計画法に関する定理からた

だちに導かれるが（e.g. Takayama〔7,Theorem 1. E. 6. ）），完結性のため

証明を与えるO

Riによって， k次元ユークリッド空間の非負象限をあらわすことにする。

補題1. A＝｛αER'-f_: 2J αi=l｝とする。
tεN 

(i) (x,y）がパレート最適であるための十分条件は，

~角的（xi,Y）とお角的（x;,y)
zξN iE三N

for all （正，y)EZ

となるような αεAが存在することである。

（社） αEAと（x,y）が上記の条件を満たすとする。このとき，的＝0ならば

Xi=Oである。

証明〈十分性〉． (x,y）はバレート最適でないとするO すると， uiの連続性

と単調性から

ui(x;,Y)>u;(xi,Y) forαll iεN 

となる〈正，y）巴Zが存在する。したがって，任意の α巴A に対して，

2J αiui （云i,.Y）＞~ αiui(xi,y).
iE三N tεN 
これで十分なることが証明された。

(ii) 勾＞Oと仮定しよう。このとき，。，y）の十分近くに次のような（正，ji)

巴Zが存在する。

Y=Y 

xi三玉xi ifαi=O 

x；＞~どt ifα；＞O. 

すると， uiの単調性から的＞Oなる t巴N Vこ対して ui（あ，y)>ui(xi,y）.ゆ

えに，

戸町内（正j,.Y）＞~αiu;(xi,y). 
iξN zE.N 

これは矛盾であるO （証明終わり〉

ここで，次のような集合 Z（α〉を定義する。
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Z（α）＝｛（x,y）巴z:2J αiu/xi, y）ミZ 町内（x;,Y)
iEミN tεN 

for all （王，ji）巴Z}

補題2. 仮定Eのもとでは， Z（α〉はAの点 αにZの空でない凸部分集合を

対応させる閉写像であるO

証明，空でないことはあきらかであるO 凸性は， uiの凹性から従う。閉写

像であることを証明しよう。｛αl}, { ( xl, yl) ｝を次のような列とする。

lim al＝α，lim (xl, yl) = (x, y) 

かつ， （xl,yl）巴Z（α1) (l=l, 2，…〉．

(x,y）毎Z（α〉としよう。すると，次のような（正，ji）巴Zが存在する。

Zαiui C為，y)>1：αiu/x;,y). 
iEN iEN 

したがって， uiの連続性から十分大きい fに対して

~ a~u;(x;,Y)> 2J a~u;(xLy1) 
iEN tξN 

ところがこれは

(xl,yl）巴Z（αl)

なることに矛盾する。 （証明終わり〉

さて

W={xERi: (x,y）巴Z for some yER+} 

weα）＝｛xER+: (x,y）巴Z（α） for some yεR+} 

と定義しよう。 Wは Zの R＋上の射影であり， Zが凸でコンパクトであるか

ら， Wもまた凸で、コンパクトである。同様に，写像 WCα〉は Aの点αをWの

空でない凸部分集合 weα〉に移す閉写像であるO

定理rr.i.の証明，

／~（α， x） を次のように定義する。

αt十max(xi/mi)-xi/m;

/i（α，x)- L一一一 一一一一一-i十三3 (max(x;/mj)-xJm;) 
iE三N j 

）
 

噌
E
ム（
 ．
 
．
 
．
 
．
 

・

j~ の連続性はあきらかである。すると， JCα， x)=Cf1Cα， x），…，ん（α， x）） は，
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A×W の点をAの点に移す連続写像である。次に，

／（α，x）×weα〉 ・・・（2)

で定義される写像を考える。補題2によってこれは A×W の点に A×W の

空でない凸部分集合を対応させる閉写像である。 A×Wはコ γパクトな凸集合

であるから，角谷の定理（e.g. Nikaido〔6））によって不動点〈α，x）が存在

して，

（α，x）巴／（α，x）×weα〉．

この不動点（α，めから， tー最適再分配が得られることを示そう。

zξweα〉であるから， （x,y）ξZ（α〉なる yξR＋.がある。補題 1(i）から，

この （x,y）はパレート最適であるO

ある iεNについて，的＝Oとしよう。（1）と（2）から， mf!-X(xi/mi）＝勾／mi.

補題1(ii）から xi=OであるO ゆえにすべての jENについて勾＝0, したが

ってこの場合， （x,y）は，

t = 1 

xi= (1-t)mi (iEN) 

L: Yi=tL; mi 
iξN tεN 
の形をしているバレート最適再分配である。

次に， αi>O(for all i巴N）としよう。このとき，

max(xi/mj) =xJmi for all iE_N 

でなければならなし、。何故ならば，そうでないとすると

L: (maxi (xi/mi)-xJmi)>O. 
i己N

ところがある iE_Nについては，

max(xi/mi) ＝引／mi

であるから，この tについて（1）と（2）から的＝O，これは矛盾であるo ゆえに，

この場合併，y）は

t=l-k,O豆長三三1

xi=k・mi for all iξN. 
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I; Yi=tI; m; 
t巴N i巴N

の形をしている。ここで O三設孟1なることは （x,y）己 Zから従う。ゆえに

(x,y）は tー最適再分配である。 （証明終わり〉

参考文献

[ I〕 R.J. Aumann and M. Kurz, Power and Taxes, Econometrica 45 (1977), 1137-

1161. 

[ 2] H. M. Hochman and J. D. Rodgers, Pareto Optimal Redistribution, American 

Economic Review 59 (1969), 542-557. 

[ 3] H. M. Hochman, J. D. Rodgers and G. Tullock, On the Income Distribution as 

a Public Good, Quarterly Journal of Economics 87 (1973), 311-315. 

[ 4] M. Nakayama, A Note on the Core of an Income Redistribution Game, Journal 

of Economic Theory 12 (1976), 347-349. 

[5〕 M.Nakayama, Proportional Income Taxes and Cores in a Public Goods Econ-

omy, Journal of Economic Theory 15 (1977), 295-300. 

[ 6 ] H. Nikaido，“Introduction to Sets and Mappings in Modern Economics”， North-

Holland, Amsterdam 1970. 

[ 7 ] A. Takayama，“Mathematical Economics”， The Dryden Press, Illinois, 1974. 

〔8] L. C. Thurow, The Income Distribution as a Pure Public Good, Quartely 

Journal of Economics 85 (1971), 327-336. 

[ 9] J. von Neumann and 0. Morgenstern，“Theory of Games and Economic Beha-

vi orぺPrincetonUniversity Press, Princeton 1944. 

-219-




